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羽曳野市長 北 川 嗣 雄    

 



  提 案 理 由 

 

 退職手当の在職期間を算定する際、羽曳野市以外の地方公共団体の職員又は国家公務

員等を退職し、引き続き羽曳野市職員となった者に係る在職期間を通算することとする

規定の見直しを行うため、この条例を制定しようとするものであります。 

 

 

 

 



     職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

平成  年  月   日  

羽曳野市条例第   号  

 

 職員の退職手当に関する条例(昭和 31 年羽曳野市条例第 10 号)の一部を次のように改

正する。 

 第 5 条の 2 第 2 項中「若しくは同項第 4 号に規定する特定一般地方独立行政法人等職

員」及び「又は同項第 4 号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員」を削り、同項

中第 3 号から第 18 号までを削り、同項第 19 号中「前各号」を「前 2 号」に改め、同号

を同項第 3 号とする。 

 第 6 条の 4 第 1 項中「、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭

和 40 年法律第 124 号 )に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和 45 年法律第

82 号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和 47 年法

律第 66 号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手

当法施行令(昭和 28 年政令第 215 号。以下「施行令」という。)第 6 条に規定する法人(退

職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその

法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される

者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に

使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているものに限る。以

下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職」を「及び通勤による傷

病による休職」に改め、同条第 2 項中「第 5 条の 2 第 2 項第 2 号から第 19 号まで」を

「第 5 条の 2 第 2 項第 2 号及び第 3 号」に改める。 

 第 7 条第 5 項及び第 6 項を次のように改める。 

5 第 1 項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又

は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和 28 年法律第 182 号)第 2 条に規定する者を

いう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職

員となつたとき(任命権者の要請に応じ、職員となるために職員以外の地方公務員等

を退職し、引き続いて職員となつたときに限る。)におけるその者の職員以外の地方

公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。 



6 前項の場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期

間については、第 1 項から第 4 項までの規定を準用して計算するほか、第 19 条第 2

項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続い

て職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつた場合における、

先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての

引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員等としての

引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規

定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎

となつた在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものと

する。 

 第 8 条を次のように改める。 

第 8 条 削除 

 第 19 条第 3 項及び第 4 項を削る。 

 

   附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

 (経過措置) 

2 改正後の第 5 条の 2 第 2 項、第 6 条の 4 第 1 項及び第 2 項、第 7 条第 5 項及び第 6

項並びに第 8 条の規定は、この条例の施行の日以後に第 7 条第 5 項に規定する職員以

外の地方公務員等から引き続いて職員となった者の退職に係る退職手当について適

用し、同日前に同項に規定する職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となった

者の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。 

 

 



職員の退職手当に関する条例 新旧対照表  
新 旧 

 (給料月額の減額改定以外の理由により給料月

額が減額されたことがある場合の退職手当の

基本額に係る特例) 

第 5 条の 2 1 省略 

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る

退職(この条例その他の条例の規定により、こ

の条例の規定による退職手当を支給しないこ

ととしている退職を除く。)の日以前の期間の

うち、次の各号に掲げる在職期間に該当する

もの(当該期間中にこの条例の規定による退職

手当の支給を受けたこと又は第 7 条第 5 項に

規定する職員以外の地方公務員等として退職

したことにより退職手当(これに相当する給与

を含む。)の支給を受けたことがある場合にお

けるこれらの退職手当に係る退職の日以前の

期間及び第 7 条第 7 項の規定により職員とし

ての引き続いた在職期間の全期間が切り捨て

られたこと又は第 12 条第 1 項若しくは第 14

条第 1 項の規定により一般の退職手当等(一般

の退職手当及び第 9 条の規定による退職手当

をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこと

とする処分を受けたことにより一般の退職手

当等の支給を受けなかつたことがある場合に

おける当該一般の退職手当等に係る退職の日

以前の期間(これらの退職の日に職員、第 7 条

第 5 項に規定する職員以外の地方公務員等と

なつたときは、当該退職の日前の期間)を除

く。)をいう。 

 

 

 

 (1)・(2) 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (給料月額の減額改定以外の理由により給料月

額が減額されたことがある場合の退職手当の

基本額に係る特例) 

第 5条の 2 1 省略 

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る

退職(この条例その他の条例の規定により、こ

の条例の規定による退職手当を支給しないこ

ととしている退職を除く。)の日以前の期間の

うち、次の各号に掲げる在職期間に該当する

もの(当該期間中にこの条例の規定による退職

手当の支給を受けたこと又は第 7 条第 5 項に

規定する職員以外の地方公務員等若しくは同

項第 4 号に規定する特定一般地方独立行政法

人等職員として退職したことにより退職手当

(これに相当する給与を含む。)の支給を受け

たことがある場合におけるこれらの退職手当

に係る退職の日以前の期間及び第 7 条第 7 項

の規定により職員としての引き続いた在職期

間の全期間が切り捨てられたこと又は第 12 条

第 1 項若しくは第 14 条第 1 項の規定により一

般の退職手当等(一般の退職手当及び第 9 条の

規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全

部を支給しないこととする処分を受けたこと

により一般の退職手当等の支給を受けなかつ

たことがある場合における当該一般の退職手

当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職

の日に職員、第 7 条第 5 項に規定する職員以

外の地方公務員等又は同項第 4 号に規定する

特定一般地方独立行政法人等職員となつたと

きは、当該退職の日前の期間)を除く。)をい

う。 

 (1)・(2) 省略 

 (3) 第 7 条第 5 項第 1 号に規定する再び職員

となつた者の同号に規定する職員以外の地

方公務員等としての引き続いた在職期間 

 (4) 第 7 条第 5 項第 2 号に規定する場合にお

ける先の職員以外の地方公務員としての引

き続いた在職期間、特定一般地方独立行政

法人職員又は特定地方公社職員としての引

き続いた在職期間及び後の職員以外の地方

公務員としての引き続いた在職期間 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) 第 7 条第 5 項第 3 号に規定する場合にお

ける先の職員以外の地方公務員等としての

引き続いた在職期間、特定公庫等職員とし

ての引き続いた在職期間及び後の職員以外

の地方公務員等としての引き続いた在職期

間 

 (6) 第 7 条第 5 項第 4 号に規定する場合にお

ける特定一般地方独立行政法人等職員とし

ての引き続いた在職期間及び職員以外の地

方公務員としての引き続いた在職期間 

 (7) 第 7 条第 5 項第 5 号に規定する場合にお

ける特定公庫等職員としての引き続いた在

職期間及び国家公務員としての引き続いた

在職期間 

 (8) 第 7 条第 5 項第 6 号に規定する再び職員

となつた者の同号に規定する特定一般地方

独立行政法人等職員としての引き続いた在

職期間及び職員以外の地方公務員としての

引き続いた在職期間 

 (9) 第 7 条第 5 項第 7 号に規定する再び職員

となつた者の同号に規定する特定公庫等職

員としての引き続いた在職期間及び国家公

務員としての引き続いた在職期間 

 (10) 第 7 条第 6 項に規定する場合における

先の職員以外の地方公務員としての引き続

いた在職期間、特定一般地方独立行政法人

職員としての引き続いた在職期間及び後の

職員以外の地方公務員としての引き続いた

在職期間 

 (11) 第 8 条第 1 項に規定する再び職員とな

つた者の同項に規定する特定一般地方独立

行政法人等職員としての引き続いた在職期

間 

 (12) 第 8 条第 2 項に規定する場合における

特定一般地方独立行政法人等職員としての

引き続いた在職期間 

 (13) 第 8 条第 3 項第 1 号に規定する再び職

員となつた者の同号に規定する先の特定一

般地方独立行政法人等職員としての引き続

いた在職期間、職員以外の地方公務員とし

ての引き続いた在職期間及び後の特定一般

地方独立行政法人等職員としての引き続い

た在職期間 

 (14) 第 8 条第 3 項第 2 号に規定する再び職



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 前 2 号に掲げる期間に準ずるものとして

市長が定める在職期間 

第 5条の 3～第 6条の 3 省略 

 (退職手当の調整額) 

第 6 条の 4 退職した者に対する退職手当の調整

額は、その者の基礎在職期間(第 5 条の 2 第 2

項に規定する基礎在職期間をいう。以下同

じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職

期間の末日の属する月までの各月(地方公務員

法第 27 条及び第 28 条の規定による休職(公務

上の傷病による休職及び通勤による傷病によ

る休職を除く。)、地方公務員法第 29 条の規

定による停職、地方公務員法第 26 条の 5 の規

定による自己啓発等休業、地方公務員の育児

休業等に関する法律(平成 3 年法律第 110 号)

第 2 条の規定による育児休業その他これらに

準ずる事由により現実に職務に従事すること

を要しない期間のある月(現実に職務に従事す

ることを要する日のあつた月を除く。以下

「休職月等」という。)のうち市長が定めるも

員となつた者の同号に規定する先の特定公

庫等職員としての引き続いた在職期間、国

家公務員としての引き続いた在職期間及び

後の特定公庫等職員としての引き続いた在

職期間 

 (15) 第 8 条第 3 項第 3 号に規定する場合に

おける職員以外の地方公務員としての引き

続いた在職期間及び特定一般地方独立行政

法人等職員としての引き続いた在職期間 

 (16) 第 8 条第 3 項第 4 号に規定する場合に

おける国家公務員としての引き続いた在職

期間及び特定公庫等職員としての引き続い

た在職期間 

 (17) 第 8 条第 3 項第 5 号に規定する場合に

おける先の特定一般地方独立行政法人等職

員としての引き続いた在職期間、職員以外

の地方公務員としての引き続いた在職期間

及び後の特定一般地方独立行政法人等職員

としての引き続いた在職期間 

 (18) 第 8 条第 3 項第 6 号に規定する場合に

おける先の特定公庫等職員としての引き続

いた在職期間、国家公務員としての引き続

いた在職期間及び後の特定公庫等職員とし

ての引き続いた在職期間 

 (19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとし

て市長が定める在職期間 

第 5条の 3～第 6条の 3 省略 

 (退職手当の調整額) 

第 6 条の 4 退職した者に対する退職手当の調整

額は、その者の基礎在職期間(第 5 条の 2 第 2

項に規定する基礎在職期間をいう。以下同

じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職

期間の末日の属する月までの各月(地方公務員

法第 27 条及び第 28 条の規定による休職(公務

上の傷病による休職、通勤による傷病による

休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和 40

年法律第 124 号)に規定する地方住宅供給公

社、地方道路公社法(昭和 45 年法律第 82 号)

に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡

大の推進に関する法律(昭和 47 年法律第 66

号)に規定する土地開発公社(以下「地方公

社」という。)又は国家公務員退職手当法施行

令(昭和 28 年政令第 215 号。以下「施行令」

という。)第 6 条に規定する法人(退職手当(こ



のを除く。)ごとに当該各月にその者が属して

いた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当

該各号に定める額(以下「調整月額」とい

う。)のうちその額が最も多いものから順次そ

の順位を付し、その第 1 順位から第 60 順位ま

での調整月額(当該各月の月数が 60 月に満た

ない場合には、当該各月の調整月額)を合計し

た額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)～(7) 省略 

2 退職した者の基礎在職期間に第 5 条の 2 第 2

項第 2 号及び第 3 号に掲げる期間が含まれる

場合における前項の規定の適用については、

その者は、市長が定めるところにより当該期

間において職員として在職していたものとみ

なす。 

3～5 省略 

第 6条の 5 省略 

 (勤続期間の計算) 

第 7 条 1～4 省略 

5 第 1 項に規定する職員としての引き続いた在

職期間には、職員以外の地方公務員又は国家

公務員(国家公務員退職手当法(昭和 28 年法律

第 182 号)第 2 条に規定する者をいう。以下同

じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総

称する。)が引き続いて職員となつたとき(任

命権者の要請に応じ、職員となるために職員

れに相当する給与を含む。)に関する規程にお

いて、職員が地方公社又はその法人の業務に

従事するために休職され、引き続いて地方公

社又はその法人に使用される者となつた場合

におけるその者の在職期間の計算について

は、地方公社又はその法人に使用される者と

しての在職期間はなかつたものとすることと

定めているものに限る。以下「休職指定法

人」という。)の業務に従事させるための休職

を除く。)、地方公務員法第 29 条の規定によ

る停職、地方公務員法第 26 条の 5 の規定によ

る自己啓発等休業、地方公務員の育児休業等

に関する法律(平成 3 年法律第 110 号)第 2 条

の規定による育児休業その他これらに準ずる

事由により現実に職務に従事することを要し

ない期間のある月(現実に職務に従事すること

を要する日のあつた月を除く。以下「休職月

等」という。)のうち市長が定めるものを除

く。)ごとに当該各月にその者が属していた次

の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号

に定める額(以下「調整月額」という。)のう

ちその額が最も多いものから順次その順位を

付し、その第 1 順位から第 60 順位までの調整

月額(当該各月の月数が 60 月に満たない場合

には、当該各月の調整月額)を合計した額とす

る。 

 (1)～(7) 省略 

2 退職した者の基礎在職期間に第 5 条の 2 第 2

項第 2 号から第 19 号までに掲げる期間が含ま

れる場合における前項の規定の適用について

は、その者は、市長が定めるところにより当

該期間において職員として在職していたもの

とみなす。 

3～5 省略 

第 6条の 5 省略 

 (勤続期間の計算) 

第 7条 1～4 省略 

5 第 1 項に規定する職員としての引き続いた在

職期間には、職員以外の地方公務員又は国家

公務員(国家公務員退職手当法(昭和 28 年法律

第 182 号)第 2 条に規定する者をいう。以下同

じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総

称する。)が引き続いて職員となつたときにお

けるその者の職員以外の地方公務員等として



以外の地方公務員等を退職し、引き続いて職

員となつたときに限る。)におけるその者の職

員以外の地方公務員等としての引き続いた在

職期間を含むものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の引き続いた在職期間を含むものとする。こ

の場合において、その者の職員以外の地方公

務員等としての引き続いた在職期間について

は、前各項の規定を準用して計算するほか、

次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の

地方公務員等としての引き続いた在職期間と

して計算するものとする。ただし、退職によ

り、この条例の規定による退職手当に相当す

る給与の支給を受けているときは、当該給与

の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計

算の基礎となるべき在職期間がその者が在職

した地方公共団体等の退職手当に関する規定

又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人

法(平成 15 年法律第 118 号)第 2 条第 2 項に規

定する特定地方独立行政法人をいう。以下同

じ。)の退職手当の支給の基準(同法第 48 条第

2 項又は第 51 条第 2 項に規定する基準をい

う。以下同じ。)において明確に定められてい

ない場合においては、当該給与の額を退職の

日におけるその者の給料月額で除して得た数

に 12 を乗じて得た数(1 未満の端数を生じたと

きは、その端数を切り捨てる。)に相当する月

数)は、その者の職員としての引き続いた在職

期間には含まないものとする。 

 (1) 職員が、第 19 条第 2 項の規定により退

職手当を支給されないで職員以外の地方公

務員等となり、引き続いて職員以外の地方

公務員等として在職した後引き続いて職員

となつた場合においては、先の職員として

の引き続いた在職期間の始期から職員以外

の地方公務員等としての引き続いた在職期

間の終期までの期間 

 (2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政

法人(以下「地方公共団体等」という。)

で、退職手当に関する規定又は退職手当の

支給の基準において、当該地方公共団体等

以外の地方公共団体若しくは特定地方独立

行政法人の公務員又は一般地方独立行政法

人(地方独立行政法人法第 55 条に規定する

一般地方独立行政法人をいう。以下同

じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務

員退職手当法第 7 条の 2 第 1 項に規定する

公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地

方独立行政法人等」という。)に使用される



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者(役員及び常時勤務に服することを要しな

い者を除く。(以下「一般地方独立行政法人

等職員」という。)が、任命権者若しくはそ

の委任を受けた者又は一般地方独立行政法

人等の要請に応じ、退職手当を支給されな

いで、引き続いて当該地方公共団体等の公

務員となつた場合に、当該地方公共団体等

以外の地方公共団体若しくは特定地方独立

行政法人の公務員又は一般地方独立行政法

人等職員としての勤続期間を当該地方公共

団体等の公務員としての勤続期間に通算す

ることと定めているものの公務員(以下「特

定地方公務員」という。)が、任命権者又は

その委任を受けた者の要請に応じ、引き続

いて一般地方独立行政法人又は地方公社

で、退職手当(これに相当する給与を含む。

以下この項において同じ。)に関する規程に

おいて、地方公務員又は他の一般地方独立

行政法人等職員が、任命権者若しくはその

委任を受けた者又は一般地方独立行政法人

等の要請に応じ、退職手当を支給されない

で、引き続いて当該一般地方独立行政法人

又は地方公社に使用される者となつた場合

に、地方公務員又は他の一般地方独立行政

法人等職員としての勤続期間を当該一般地

方独立行政法人又は地方公社に使用される

者としての勤続期間に通算することを定め

ているものに使用される者(役員及び常時勤

務に服することを要しない者を除く。以下

それぞれ「特定一般地方独立行政法人職

員」又は「特定地方公社職員」という。)と

なるため退職し、かつ、引き続き特定一般

地方独立行政法人職員又は特定地方公社職

員として在職した後引き続いて再び特定地

方公務員となるため退職し、かつ、引き続

き職員以外の地方公務員として在職した後

更に引き続いて職員となつた場合において

は、先の職員以外の地方公務員としての引

き続いた在職期間の始期から後の職員以外

の地方公務員としての引き続いた在職期間

の終期までの期間 

 (3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命

権者又はその委任を受けた者の要請に応

じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関す



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る規程において、地方公務員又は他の一般

地方独立行政法人等職員が、任命権者若し

くはその委任を受けた者又は一般地方独立

行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給

されないで、引き続いて当該公庫等に使用

される者となつた場合に、地方公務員又は

他の一般地方独立行政法人等職員としての

勤続期間を当該公庫等に使用される者とし

ての勤続期間に通算することと定めている

ものに使用される者(役員及び常時勤務に服

することを要しない者を除く。以下「特定

公庫等職員」という。)となるため退職し、

かつ、引き続き特定公庫等職員として在職

した後引き続いて再び特定地方公務員又は

国家公務員となるため退職し、かつ、引き

続き職員以外の地方公務員等として在職し

た後更に引き続いて職員となつた場合にお

いては、先の職員以外の地方公務員等とし

ての引き続いた在職期間の始期から後の職

員以外の地方公務員等としての引き続いた

在職期間の終期までの期間 

 (4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地

方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定

一般地方独立行政法人等職員」という。)

が、一般地方独立行政法人等の要請に応

じ、引き続いて特定地方公務員となるため

退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公

務員として在職した後引き続いて職員とな

つた場合においては、特定一般地方独立行

政法人等職員としての引き続いた在職期間

の始期から職員以外の地方公務員としての

引き続いた在職期間の終期までの期間 

 (5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応

じ、引き続いて国家公務員となるため退職

し、かつ、引き続き国家公務員として在職

した後引き続いて職員となつた場合におい

ては、特定公庫等職員としての引き続いた

在職期間の始期から国家公務員としての引

き続いた在職期間の終期までの期間 

 (6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた

者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法

人等職員となるため退職し、かつ、引き続

き特定一般地方独立行政法人等職員として

在職した後引き続いて特定地方公務員とな



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 前項の場合において、その者の職員以外の地

方公務員等としての引き続いた在職期間につ

いては、第 1 項から第 4 項までの規定を準用

して計算するほか、第 19 条第 2 項の規定によ

り退職手当を支給されないで職員以外の地方

公務員等となり、引き続いて職員以外の地方

公務員等として在職した後引き続いて職員と

なつた場合における、先の職員としての引き

続いた在職期間の始期から職員以外の地方公

務員等としての引き続いた在職期間の終期ま

での期間をその者の職員以外の地方公務員等

としての引き続いた在職期間として計算する

ものとする。ただし、退職により、この条例

の規定による退職手当に相当する給与の支給

を受けているときは、当該給与の計算の基礎

となつた在職期間は、その者の職員としての

引き続いた在職期間には含まないものとす

る。 

7～9 省略 

第 7条の 2・第 7条の 3 省略 

 

 

第 8 条 削除 

 

 

 

 

 

 

るため退職し、かつ、引き続き職員以外の

地方公務員として在職した後引き続いて職

員となつた場合においては、先の職員とし

ての引き続いた在職期間の始期から職員以

外の地方公務員としての引き続いた在職期

間の終期までの期間 

 (7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた

者の要請に応じ、特定公庫等職員となるた

め退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員

として在職した後引き続いて国家公務員と

なるため退職し、かつ、引き続き国家公務

員として在職した後引き続いて職員となつ

た場合においては、先の職員としての引き

続いた在職期間の始期から国家公務員とし

ての引き続いた在職期間の終期までの期間 

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政

法人法第 59 条第 2 項に規定する移行型一般地

方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の

日の前日に特定地方公務員として在職し、同

項の規定により引き続いて特定一般地方独立

行政法人職員となつた者に対する前項第 2 号

の規定の適用については、同条第 2 項の規定

により地方公務員としての身分を失つたこと

を任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行

政法人職員になるため退職したこととみな

す。 

 

 

 

 

 

 

 

7～9 省略 

第 7条の 2・第 7条の 3 省略 

 (一般地方独立行政法人等から復帰した職員等

の在職期間の計算) 

第 8 条 職員のうち、任命権者又はその委任を

受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般

地方独立行政法人等職員となるため退職し、

かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等

職員として在職した後引き続いて再び職員と

なつた者の第 7 条第 1 項の規定による在職期

間の計算については、先の職員としての在職



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間の始期から後の職員としての在職期間の

終期までの期間は、職員としての引き続いた

在職期間とみなす。 

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地

方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて

職員となるため退職し、かつ、引き続いて職

員となつた場合におけるその者の第 7 条第 1

項に規定する職員としての引き続いた在職期

間には、その者の特定一般地方独立行政法人

等職員としての引き続いた在職期間を含むも

のとする。 

3 前 2 項の場合における特定一般地方独立行政

法人等職員としての在職期間については、第 7

条(第 5 項及び第 6 項を除く。)の規定を準用

して計算するほか、次の各号に掲げる期間を

特定一般地方独立行政法人等職員としての在

職期間として計算するものとする。  

 (1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた

者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方

独立行政法人等職員となるため退職し、か

つ、引き続き特定一般地方独立行政法人等

職員として在職した後引き続いて特定地方

公務員となるため退職し、かつ、引き続き

特定地方公務員として在職した後引き続い

て再び特定一般地方独立行政法人等職員と

なるため退職し、かつ、引き続き特定一般

地方独立行政法人等職員として在職した後

引き続いて再び職員となつた場合において

は、先の職員としての引き続いた在職期間

の始期から後の特定一般地方独立行政法人

等職員としての引き続いた在職期間の終期

までの期間 

 (2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた

者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職

員となるため退職し、かつ、引き続き特定

公庫等職員として在職した後引き続いて国

家公務員となるため退職し、かつ、引き続

き国家公務員として在職した後引き続いて

再び特定公庫等職員となるため退職し、か

つ、引き続き特定公庫等職員として在職し

た後引き続いて再び職員となつた場合にお

いては、先の職員としての引き続いた在職

期間の始期から後の特定公庫等職員として

の引き続いた在職期間の終期までの期間 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委

任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特

定一般地方独立行政法人等職員となるため

退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立

行政法人等職員として在職した後引き続い

て職員となつた場合においては、職員以外

の地方公務員としての引き続いた在職期間

の始期から特定一般地方独立行政法人等職

員としての引き続いた在職期間の終期まで

の期間 

 (4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を

受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公

庫等職員となるため退職し、かつ、引き続

き特定公庫等職員として在職した後引き続

いて職員となつた場合においては、国家公

務員としての引き続いた在職期間の始期か

ら特定公庫等職員としての引き続いた在職

期間の終期までの期間 

 (5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一

般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き

続いて特定地方公務員となるため退職し、

かつ、引き続き特定地方公務員として在職

した後引き続いて再び特定一般地方独立行

政法人等職員となるため退職し、かつ、引

き続き特定一般地方独立行政法人等職員と

して在職した後更に引き続いて職員となる

ため退職し、かつ、引き続いて職員となつ

た場合においては、先の特定一般地方独立

行政法人等職員としての引き続いた在職期

間の始期から後の特定一般地方独立行政法

人等職員としての引き続いた在職期間の終

期までの期間 

 (6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応

じ、引き続いて国家公務員となるため退職

し、かつ、引き続き国家公務員として在職

した後引き続いて再び特定公庫等職員とな

るため退職し、かつ、引き続き特定公庫等

職員として在職した後更に引き続いて職員

となるため退職し、かつ、引き続いて職員

となつた場合においては、先の特定公庫等

職員としての引き続いた在職期間の始期か

ら後の特定公庫等職員としての引き続いた

在職期間の終期までの期間 

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9 条～第 18条 省略 

 (職員が退職した後に引き続き職員となつた場

合等における退職手当の不支給) 

第 19 条 1・2 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下省略 

 

 

 

 

 

 

日に職員として在職する者が、地方独立行政

法人法第 59 条第 2 項の規定により引き続いて

当該移行型一般地方独立行政法人の職員とな

り、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立

行政法人の職員として在職した後引き続いて

職員となつた場合におけるその者の退職手当

の算定の基礎となる勤続期間の計算について

は、その者の当該移行型一般地方独立行政法

人の職員としての在職期間を職員としての引

き続いた在職期間とみなす。ただし、その者

が当該移行型一般地方独立行政法人を退職し

たことにより退職手当の支給を受けていると

きは、この限りでない。 

5 第 6 条の 4 第 1 項に規定する休職指定法人に

使用される者が、その身分を保有したまま引

き続いて職員となつた場合におけるその者の

第 7 条第 1 項の規定による在職期間の計算に

ついては、職員としての在職期間は、なかつ

たものとみなす。ただし、市長が定める場合

においては、この限りでない。 

第 9条～第 18条 省略 

 (職員が退職した後に引き続き職員となつた場

合等における退職手当の不支給) 

第 19条 1・2 省略 

3 職員が第 8 条第 1 項の規定に該当する退職を

し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政

法人等職員となつた場合又は同条第 2 項の規

定に該当する職員が退職し、かつ、引き続い

て特定一般地方独立行政法人等職員となつた

場合においては、市長が定める場合を除き、

この条例の規定による退職手当は、支給しな

い。 

4 地方独立行政法人法第 59 条第 2 項の規定に

より職員が移行型一般地方独立行政法人の職

員となる場合には、その者に対しては、この

条例の規定による退職手当は、支給しない。 

以下省略 

 


